
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
平
成
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
自
然
保
護
課
）　
　

一

〇
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
平
成
二
十
七
年
度
宮
城
県
准
看
護
師
試
験
の
実
施 

（
医
療
整
備
課
）　
　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
し
ゅ
ん
功
認
可 

（
港　

湾　

課
）　
　

二

公　
　
　

告

〇
平
成
二
十
七
年
度
自
衛
官
候
補
生
の
募
集 
（
市
町
村
課
）　
　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号

　

平
成
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
中
１
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

阿
武
隈
渓
谷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
三
号
中
１
か
ら
３
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

宮
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

２　

区
域

　
　

 　

大
崎
市
古
川
宮
沢
地
内
県
道
古
川
岩
出
山
線
と
県
道
古
川
一
迫
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
県
道
古

川
一
迫
線
を
北
上
し
市
道
宮
沢
高
清
水
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
熊
野
清
滝
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
熊
野
清
滝
線
を
南
進
し
県
道
古
川
岩
出
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
県
道
を
西
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牡
鹿
半
島
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
宮

城
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

試
験
期
日

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
日
（
水
）

　
　

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二　

試
験
場
所

　
　

仙
台
市
若
林
区
卸
町
二
丁
目
十
五
番
地
の
二　

仙
台
卸
商
セ
ン
タ
ー
産
業
見
本
市
会
館
「
サ
ン
フ
ェ
ス
タ
」

三　

受
験
願
書
受
付
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
（
火
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）
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四　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
保
健
福
祉
部
医
療
整
備
課
看
護
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

二
六
一
五
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
五
日
町
三
四
番

地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
御
前
下
五
九
番
一
地
先

ま
で

　

Ａ
前　

　

Ｂ
　

九
・
〇
〜

 

四
一
・
〇

一
、
四
四
六
・
九
　

上
記
Ａ
、Ｂ
、

Ｃ
及
び
Ｄ
は
、

関
係
図
面
に
表

示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

　

九
・
四
〜

 

三
九
・
九

二
、
五
六
一
・
九

　

Ａ
　

九
・
〇
〜

 

四
一
・
〇

一
、
四
四
六
・
九

　

Ｂ
後　

　

Ｃ
　

九
・
四
〜

 

三
九
・
九

二
、
五
六
一
・
九

一
一
・
〇
〜

 

一
八
・
二

七
六
〇
・
〇

　

Ｄ

一
〇
・
五
〜

 

四
三
・
四

一
、
四
一
七
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
五
日
町
三
四
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
御
前
下
五
九
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
七
年

十
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
四
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位
置

　
　

 　

宮
城
県
塩
竈
市
芦
畔
町
百
五
十
四
番
二
、
百
五
十
四
番
三
及
び
百
五
十
四
番
十
並
び
に
百
五
十
七
番
一
及
び
百

五
十
七
番
十
一
に
隣
接
す
る
各
堤
並
び
に
水
路
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　

 　

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑨
の
地
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
⑨
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
四
年
の
秋
分
の

日
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
八
一
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
堤
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

　
　
　

①
の
地
点 　

宮
城
県
塩
竈
市
地
蔵
島
地
内
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
二
一
秒
六
七
、
東
経
一
四
一
度
〇
四

分
一
五
秒
七
六
）
か
ら
二
三
八
度
一
五
分
四
四
・
九
六
五
秒
三
、
六
九
六
・
九
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
一
六
八
度
四
一
分
三
一
秒
九
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
一
六
八
度
五
二
分
〇
七
秒
二
〇
・
二
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
一
六
九
度
二
二
分
五
〇
秒
二
〇
・
一
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
一
六
九
度
三
八
分
三
〇
秒
二
〇
・
一
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
一
四
分
〇
二
秒
二
〇
・
〇
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
一
七
一
度
二
三
分
〇
七
秒
二
〇
・
一
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
一
七
一
度
三
四
分
三
六
秒
二
〇
・
九
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
三
二
分
三
三
秒
一
・
一
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

七
四
七
・
七
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
三
号

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
一
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
一
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
十
三
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
十
一
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

　
　

塩
竈
市

公　
　
　

告

〇
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
と
し
て
採
用
す
る
隊
員
の
募
集
期

間
、
試
験
期
日
、
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

募
集
種
目

　
　

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）

二　

募
集
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日
（
月
）
ま
で

三　

試
験
期
日

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
五
日
（
土
）、
同
月
六
日
（
日
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
日

四　

試
験
種
目

　
　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

五　

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

　
　

受
験
案
内
に
よ
り
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
五
反
田
四
番
百
五
、
四
番
百
二

十
六
、
四
番
五
十
一
の
一
部
、
四
番
七
十
三
の
一
部
、
四

番
八
十
三
の
一
部

　

黒
川
郡
大
衡
村
駒
場
字
彦
右
衛
門
橋
百
四
番
地
六

 

熊
田
建
業
株
式
会
社　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
崎
山
十
六
番
の
一
部
、
十
七

番
、
十
八
番
の
一
部
、
十
九
番
の
一
部
、
二
十
番
二
の
一

部
、
二
十
四
番
の
一
部
、
二
十
六
番
一
の
一
部
、
五
十
三

番
一
の
一
部
、
五
十
三
番
二
の
一
部
、
五
十
四
番
の
一
部
、

五
十
五
番
の
一
部
、
六
十
二
番
の
一
部
、
六
十
三
番
の
一

部
、
六
十
五
番
一
の
一
部
、
八
十
六
番
三
、
八
十
七
番
の

一
部
、
十
九
番
地
先
の
道
の
一
部
、
六
十
番
地
先
の
道
の

一
部
、
十
七
番
地
先
の
道
の
一
部
（
一
工
区
）

 

女
川
町　
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